
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  寄附金の取扱い 

Ｑ：年末に会社から、お正月に神社に寄付

をするためのお金を預かりました。この寄附

金の取扱いはどうなりますか？  

 

Ａ：寄附金は、現実に支払った事業年度の

損金に計上することになります。 

【解説】 

寄附金は、その支出する相手により取扱い

が若干違いますが、一般的には、寄附金の損

金算入限度額が定められており、その限度額

を超えた金額については、損金に算入できな

い取扱いになっています。 

次に、寄附金の損金算入時期ですが、寄附

金は実際に金銭を支出した事業年度の損金に

計上することとなっています。 

これは、通常、寄附金は契約書などを作成

しないことから、支出という事実で客観的に

確認するより手段がないからです。 

この点は、発生主義により債務が確定した

事業年度に損金計上する他の販売費一般管理

費とは取扱いが違いますので注意してくださ

い。 

したがって、寄附金を未払経理している場

合には、実際に支払われるまで寄附金として

取り扱われず、逆に仮払いや前払いで処理し

ている場合には、現実に支払われた事業年度

において寄附金として取り扱われ、損金算入

限度額の計算をすることとなります。 

お尋ねの場合は、昨年に金銭を支出された

ということですので、先月の損金に計上する

こととなります。 
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